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グループホーム沖縄一条園重要事項説明書 

                                                 

 

                                                                                     

１．施設経営法人             

（１）事業者の名称      社会福祉法人 麗 峰 会 

（２）事業者の所在地     沖縄県那覇市辻２丁目２７番１ 

（３）法人種別        社会福祉法人 

（４）代表者名        理事長  中真 靖 

（５）電話番号        ０９８－８６６－７２００ 

（６）設立年月日       昭和６３年３月１９日 

（７）法人の理念      「愛・真心・誠意」で、地域から信頼される  

介護サービスを提供します。 

               「和顔愛語（わげんあいご：穏やかな笑顔で、 

優しい言葉かけ）」で、思いやりのあるあたたか

い介護サービスを提供します。 

 

２．利用施設 

（１）施設の種類       認知症対応型共同生活介護（予防含む） 

短期利用共同生活介護（予防含む） 

（２）事業所の目的 この事業所（グループホーム）は、介護保 

険法に従い、利用者がその有する能力に応じ、

可能な限り自立した日常生活を営むことがで

きるように支援することを目的として、利用

者に日常生活を営むために必要な居室および

共用施設等をご利用いただき、認知症対応型

共同生活介護サービス（予防含む）及び短期

利用共同生活介護サービス（予防含む）を提

供します。 

（３）事業所の名称      グループホーム 沖縄一条園 

（４）事業所の所在地     沖縄県沖縄市与儀３丁目５番１０号 

（５）電話番号        ９３２－９３８８  

（６）管理者名        志慶眞 裕也 

（７）当事業所の運営方針    当事業所は利用者の意思及び人格を尊重し、 

  「敬愛と奉仕」を理念として運営するものとす

る。また、慣れ親しんだ生活の継続、自己決定

権の尊重、残存能力の活用等を図り、認知症

高齢者が安心して尊厳のある質の高い生活が

送れるよう支援する。 

（８）開所年月               平成１５年８月１９日 

（９）事業所番号            ４７９０４００２５５ 

（10）入所定員               ９人 

当グループホームは介護保険の指定を受けています。  
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（11）第三者評価の実施状況  有（原則2年に1回 ※WAMﾈｯﾄのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照） 

 

３．居室等の概要  

     当事業所では以下の居室、設備をご用意しています。                     

 

居室、設備の種類                     室数 面  積 備  考 

 

  居 室     個 室    ９   １１.６５㎡  

  食 堂    居 間    ９７.８７㎡  

  和 室  （談話室）    １０  畳  

    男 子 ト イ レ                １   

     女 子 ト イ レ                ２   

     身障用トイレ    １   

     職 員 ト イ レ                １   

     浴室､ 脱衣室    １   

     洗 濯 室               １   

     介 護 職 員 室                １   

     調 理 室                １   

     倉 庫                １   

 

４．職員の配置状況                                                        

      当事業所では、ご利用者に対して介護サービスを提供する職員として、以下

の職種の職員を配置しています。              

一．管 理 者    １名   （ 業務及び職員の管理 ） 

二．介護計画作成担当者 １名   （ 介護計画の作成 ） 

三．介護職員   ７名以上（ 利用者の介護 ） 

四．看 護 師   １名以上（ 利用者の看護 ）特養と兼 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金  

   当事業所では利用者に対し、主に同条（１）基本介護サービスを提供します。 

当サービスのうち、別紙１－１・１－２．介護保険給付対象内サービスの利

用料金については、通常、利用料金の９割が介護保険から給付され、１割が利

用者負担となります。ただし、一定以上所得者で介護保険負担割合証に利用者

負担割合が２割又は３割の記載がされている方の場合は、８割又は７割が介護

保険から給付され、２割又は３割が利用者負担となります。 

   別紙２．介護保険給付対象外サービスの利用料金については、通常は全額利

用者負担となります。 

 

（１）当事業所が提供する基本介護サービス 

    ＜サービスの概要＞ 

      ① 居  室 

     各居室は個人室、面積は１１.６５㎡（７畳）で洗面所と物入れ（タン

ス）、冷暖房設備を設置し、テレビの設置も可能｡ 洋間と畳間があり選択
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できます。 

② 食  事 

栄養士の立てる献立表を基に､栄養並びに利用者の身体の状況および 

嗜好を考慮した食事を提供します。 

③ 入  浴 

      随時入浴できます。必要に応じて職員が介助します。 

      ④ 排  泄 

           排泄は自立を原則とし､必要に応じ利用者の身体能力を最大限活用した 

援助を行います。  

      ⑤ 機能訓練 

           医師の指示により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送る

のに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施しま

す。 

      ⑥ 健康管理 

           併設事業所の看護職員、協力病院の協力を得て健康管理を行います。 

      ⑦ その他     

         ･ 余暇活動も多種準備し、生活のリズムに配慮します。 

･ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるように援助し

ます。 

 

（２）サービス利用料金 

  別紙１．介護保険給付対象内サービスの利用料金及び別紙２．介護保険給付

対象外サービスの利用料金のとおりです。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

前項の料金・費用は、１ケ月ごとに計算しご請求しますので、翌月２０日

までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい（１カ月に満たない期間の 

サービスに関する利用料金は利用日数に基づいて計算した金額とします）。 

      

 

 

 

 

 

 

（４）入居中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は､ご契約者（利用者）の希望により下記協力  

医療機関において診療や入院治療を受けることができます(但し、下記医療

機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また､ 

下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません）。 

 ア．窓口での現金支払い 

 イ．下記指定口座への振り込み 

       琉球銀行    泡 瀬     支店     普通預金４１４４８８ 

       郵便振替 

 ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 
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① 協力医療機関 

 

医療機関の名称    中部ゆくいクリニック 

 所 在 地  沖縄市胡屋6-8-6 

診療科目  内科・在宅医療全般・緩和ケア・整形外科 

 

 

  医療機関の名称   のぞみ歯科クリニック 

      所 在 地   北中城村島袋１２２２－１ 

     診療科目   歯科 

 

６．当事業所を退所していただく場合（契約の終了について） 

      当事業所での契約では契約が終了する期日は特に定めていません。したがっ

て、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができま

すが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は

終了し、利用者に退所していただくことになります。 

① 事業者が解散した場合、破産した場合､又はやむを得ない事由によりホーム

を閉鎖した場合 

② 当事業所の滅失や重大な毀損により､ご契約者に対するサービスの提供が不可 

能になった場合 

③ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

④ ご契約者（利用者）から退所の申し出があった場合 

⑤ 事業者から退所の申し出を行った場合 

 

（１）ご契約者(利用者)利用者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）    

          契約の有効期間であっても､ご契約者（利用者）から当施設からの退所

を申し出ることができます｡その場合には退所を希望する日の５日前まで

に解約届出書をご提出ください。但し､以下の場合は即時に契約を解約、

解除し、施設を退所することができます。 

① サービスの利用料金変更に同意できない場合 

② 利用者が入院された場合 

    ③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護サー

ビスを実施しない場合 

    ④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

    ⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・ 

財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい

重大な事情が認められる場合 

    ⑥ 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけ

る恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 
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（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除） 

          以下の事項に該当する場合には、当事業所から退所していただくことが

あります。           

① 本契約で定める介護サービスの提供に継続しがたい事由が生じた場合 

② ご契約者（利用者）が、契約締結時にその心身の状況及び病歴事項につい 

て故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しが

たい重大な事情を生じさせた場合 

③ ご契約者（利用者）による、サービス利用料金の支払いが２か月以上遅延し、

相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

④ 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他

の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行

うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

⑤ 利用者が連続して１カ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合も

しくは入院した場合 

⑥ １カ月に２回以上の入院を再度繰り返した場合もしくは頻繁に入退院を繰

り返した場合 

⑦ 高度な医療もしくは重度の介護（看取り等）が必要となったとき 

⑧ 利用者が介護老人福祉施設や介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護

療養型医療施設に入院した場合 

⑨ 現時点における職員の人員配置以上の対応が必要と見込まれる場合 

 

７．非常災害対策 

   当事業所では、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な整備を備えるとと

もに、常に消防署等関係機関と連絡を密にし、また、防災計画を作成し、年２

回の利用者及び従業者等の訓練を行います。 

 

８．緊急時の対応 

   サービス提供時に利用者の症状が急変した場合は、その他必要な場合は、速

やかに救急（１１９番）要請や協力医療機等への連絡等必要な措置を講じます。 

 

９．守秘義務 

   事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保守しま

す。また、退職後においてもこれらの秘密を漏らすことのないよう必要な措置

を講じます。 

 

１０．利用者の尊厳 

   利用者の人権、プライバシー保護のため、関係規定等を整備し、従業者にも 

周知をはかります。 

 

１１．身体拘束の禁止 

   原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束
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します。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には

事前に利用者及びその家族（代理人）へ十分な説明をし、同意を得るとともに、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

について記録します。 

   ※詳細は、「身体的拘束等の適正化のための指針」に記載 

 

１２．記録の開示 

   介護日誌等の利用者に関する記録は、利用者本人及びその家族（代理人）の

求めに応じ、当グループホームのケアマネージャーを通して開示します。ただ

し、利用者本人及びその家族（代理人）以外の者には、プライバシー保護のた

め、利用者本人及びその家族（代理人）の同意書がないと開示しないものとし

ます。 

 

１３．事故発生時の対応と損害賠償 

（１）サービスの提供によって事故が発生した場合には、速やかにご利用者の家

族等をはじめ関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

（２）サービスを提供するにあたって賠償すべき事故が発生した場合には、事業

者は損害賠償を速やかに行います。（詳細は契約書） 

       

１４．苦情処理 

 （１）苦情処理の対応について 

利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の

設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族

への説明、記録の整備等必要な措置を講ずる。 

（２）苦情処理の受付について 

①当事業所における苦情の受付 

       当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

            ・ 苦情受付窓口（担当者） 管理者 志慶眞 裕也 

            ・ 受付時間 月～金曜日    ８：３０～１７：３０ 

       ・ 電話番号 ０９８－９３２－９３８８ 

             ０９８－９３２－９３７６（代表） 

      また、苦情受付ボックスをグループホーム沖縄一条園事務室前に設置。 

②公的機関おいても次の機関において苦情申出が出来ます。 

・沖縄県福祉サービス運営適正化委員会 ＴＥＬ：０９８－８８２－５７０４ 

   ・沖縄市介護保険課  ＴＥＬ：０９８－９３９－１２１２（代表） 

   ・沖縄県国民健康保険団体連合会  ＴＥＬ：０９８－８６０－９０２６ 
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                                            令和      年   月   日 

 

 

    指定認知症対応型共同生活介護サービス（予防含む）及び短期利用共同生活介

護サービス（予防含む）の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明と

交付を行いました。 

 

 

    グループホーム沖縄一条園 

 

 

     説明者職名                              

 

 

氏   名                              ㊞  

 

 

 

    私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、グループホーム沖縄 

一条園の介護サービスの提供開始に同意し、本書面の交付も受けました。 

 

       

利 用 者     住 所 

 

 

氏 名                                         ㊞  

 

 

  家族（代理人）住 所 

  

 

        氏 名                             ㊞  (           ) 

       （続 柄） 
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別紙１―１．介護保険給付対象内サービスの利用料金 

 

事業所名：グループホーム沖縄一条園 

（認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護） 

適用日：令和７年４月１日より 

                            ※１単位は１０円 
7 
 

 

 Ａ：基本報酬 

Ｂ：その他加算 認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

要支援２ 1日 761単位×30日＝２２,８３０単位 
サービス提供体制強化加算Ⅰ 

日 22単位 

 ※※医療連携体制加算Ⅰハ 

          日 37単位 

科学的介護推進体制加算 

           月 40単位 

認知症チームケア推進加算Ⅱ  

月120単位  

※※協力医療機関連携加算(1)  

月100単位 
  
－下記は該当期間のみ算定－ 

  
初期加算     日 30単位 

退居時情報提供加算 

        1回250単位 

退居時相談援助加算 

        1回400単位 
 

（※※印の加算は介護予防(要支

援２)には含まれません。） 

介護度１ 1日 765単位×30日＝２２,９５０単位 

介護度２ 1日 801単位×30日＝２４,０３０単位 

介護度３ 1日 824単位×30日＝２４,７２０単位 

介護度４ 1日 841単位×30日＝２５,２３０単位 

介護度５ 1日 859単位×30日＝２５,７７０単位 

 
Ｃ：介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)＝ 

（Ａ＋Ｂの合計単位数）×１０００分の１８６《1単位未満の端数四捨五入》 

 

ア、１割負担の場合（通常：介護保険負担割合証に記載） 

１人一か月の標準自己負担額は、おおむね 

（上記表Ａ＋Ｂ＋Ｃの総単位数）×１０円×０．１（１割）の合計額です。 

 

イ、２割負担の場合（介護保険負担割合証に記載） 

１人一か月の標準自己負担額は、おおむね 

（上記表Ａ＋Ｂ＋Ｃの総単位数）×１０円×０．２（２割）の合計額です。 

 

ウ、３割負担の場合（介護保険負担割合証に記載） 

１人一か月の標準自己負担額は、おおむね 

（上記表Ａ＋Ｂ＋Ｃの総単位数）×１０円×０．３（３割）の合計額です。 
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別紙１－２．介護保険給付対象内サービスの利用料金 

 

事業所名：グループホーム沖縄一条園 

（短期利用共同生活介護、介護予防短期利用共同生活介護） 

適用日：令和７年４月１日より 

                            ※１単位は１０円 
7 
 

 

 Ａ：基本報酬 

Ｂ：その他加算 短期利用共同生活介護 

介護予防短期利用共同生活介護 

要支援２ １日 ７８９単位 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

１日 ２２単位 

※医療連携体制加算Ⅰハ 

１日 ３７単位 

 

（※印の加算は、介護予防には含

まれません。） 

介護度１ １日 ７９３単位 

介護度２ １日 ８２９単位 

介護度３ １日 ８５４単位 

介護度４ １日 ８７０単位 

介護度５ １日 ８８７単位 

 
Ｃ：介護職員処遇等改善加算(Ⅰ)＝ 

（Ａ＋Ｂの合計単位数）×１０００分の１８６《1単位未満の端数四捨五入》 

 

ア、１割負担の場合（通常：介護保険負担割合証に記載） 

１人一か月の標準自己負担額は、おおむね 

（上記表Ａ＋Ｂ＋Ｃの総単位数）×１０円×０．１（１割）の合計額です。 

 

イ、２割負担の場合（介護保険負担割合証に記載） 

１人一か月の標準自己負担額は、おおむね 

（上記表Ａ＋Ｂ＋Ｃの総単位数）×１０円×０．２（２割）の合計額です。 

 

ウ、３割負担の場合（介護保険負担割合証に記載） 

１人一か月の標準自己負担額は、おおむね 

（上記表Ａ＋Ｂ＋Ｃの総単位数）×１０円×０．３（３割）の合計額です。 
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別紙２．介護保険給付対象外サービスの利用料金 

 

事業所名：グループホーム沖縄一条園 

（認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、 

 短期利用共同生活介護、介護予防短期利用共同生活介護） 

適用日：令和７年４月１日より 

 

 

       ア. 家 賃       １日  １，０３０円  

       イ．食材料費       

         認知症対応型共同生活介護（予防含む） 

１日   １，４４５円 

     短期利用共同生活介護（予防含む） 

１日  １，４４５円 

(朝：４００円 昼：５４５円 夕：５００円) 

       ウ．公益費（光熱水費） １日     ６７０円 

       エ．理容美代  理容師が行った場合は別途徴収 

（運営を業者委託おおよそ1,500円程度） 

       オ．オムツ代  オムツを利用する場合は実費徴収  


